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引用法令 

 

◎放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第 167号） 

 

（定義）  

第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号 に規定する放射線をいう。  

２ この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及

びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）で政令で定めるもの

をいう。  

３ この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機

器をいう。  

４ この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速するこ

とにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。 

 

 

 

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和 35年政令第259号） 

 

（放射性同位元素）  

第一条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 （第二十条の三第一号を除き、以下「法」

という。）第二条第二項 の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの

含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が

その種類ごとに原子力規制委員会が定める数量（以下「下限数量」という。）及び濃度を超えるものとす

る。ただし、次に掲げるものを除く。  

一 原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号 に規定する核燃料物質及び同条第三号 

に規定する核原料物質  

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 （昭和三十五年法律第百四十五

号）第二条第一項 に規定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第十三条第一項 の許可を受け

た製造所に存するもの  

三 医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項 に規定する病院又は同条第二項 に規定す

る診療所（次号において「病院等」という。）において行われる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第二条第十七項 に規定する治験の対象とされる薬物  

四 前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治

療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病院等に

おいて調剤されるもののうち、原子力規制委員会が厚生労働大臣と協議して指定するもの  

五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項 に規定する医療機

器で、原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているも

の 

 

（放射線発生装置）  

第二条 法第二条第四項 に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置（その表面から十セ

ンチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるも
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のを除く。）とする。  

一 サイクロトロン  

二 シンクロトロン  

三 シンクロサイクロトロン  

四 直線加速装置  

五 ベータトロン  

六 ファン・デ・グラーフ型加速装置  

七 コッククロフト・ワルトン型加速装置  

八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認

めて原子力規制委員会が指定するもの 
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○放射性医薬品の製造及び取扱規則（昭和 36年厚生省令第 4号） 

 

（定義）  

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 放射性医薬品 放射線（原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）第三条第五号 に規定する放

射線をいう。以下同じ。）を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの 

二～八 （略） 

 

別表第一（第一条関係） 

 水素３（３Ｈ）、その化合物及びそれらの製剤 

炭素１１（１１Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 

炭素１４（１４Ｃ）、その化合物及びそれらの製剤 

窒素１３（１３Ｎ）、その化合物及びそれらの製剤 

酸素１５（１５Ｏ）、その化合物及びそれらの製剤 

フツ素１８（１８Ｆ）、その化合物及びそれらの製剤 

ナトリウム２２（２２Ｎａ）の化合物及びその製剤 

ナトリウム２４（２４Ｎａ）の化合物及びその製剤 

リン３２（３２Ｐ）の化合物及びその製剤 

イオウ３５（３５Ｓ）、その化合物及びそれらの製剤 

カリウム４２（４２Ｋ）の化合物及びその製剤 

カリウム４３（４３Ｋ）の化合物及びその製剤 

カルシウム４５（４５Ｃａ）の化合物及びその製剤 

カルシウム４７（４７Ｃａ）の化合物及びその製剤 

クロム５１（５１Ｃｒ）の化合物及びその製剤 

マンガン５２（５２Ｍｎ）の化合物及びその製剤 

鉄５２（５２Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 

鉄５５（５５Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 

鉄５９（５９Ｆｅ）、その化合物及びそれらの製剤 

コバルト５７（５７Ｃｏ）の化合物及びその製剤 

コバルト５８（５８Ｃｏ）の化合物及びその製剤 

コバルト６０（６０Ｃｏ）の化合物及びその製剤 

銅６４（６４Ｃｕ）の化合物及びその製剤 

亜鉛６５（６５Ｚｎ）の化合物及びその製剤 

ガリウム６７（６７Ｇａ）の化合物及びその製剤 

ガリウム６８（６８Ｇａ）の化合物及びその製剤 

ガリウム７２（７２Ｇａ）の化合物及びその製剤 

ゲルマニウム６８（６８Ｇｅ）の化合物及びその製剤 

ヒ素７４（７４Ａｓ）の化合物及びその製剤 

ヒ素７６（７６Ａｓ）の化合物及びその製剤 

セレン７５（７５Ｓｅ）の化合物及びその製剤 

臭素８２（８２Ｂｒ）、その化合物及びそれらの製剤 

クリプトン８１ｍ（８１ｍＫｒ）、その化合物及びそれらの製剤 

クリプトン８５（８５Ｋｒ）、その化合物及びそれらの製剤 

ルビジウム８１（８１Ｒｂ）、その化合物及びそれらの製剤 



4 

ルビジウム８６（８６Ｒｂ）の化合物及びその製剤 

ストロンチウム８５（８５Ｓｒ）の化合物及びその製剤 

ストロンチウム８７ｍ（８７ｍＳｒ）の化合物及びその製剤 

ストロンチウム８９（８９Ｓｒ）の化合物及びその製剤 

ストロンチウム９０（９０Ｓｒ）の化合物及びその製剤 

イツトリウム８７（８７Ｙ）の化合物及びその製剤 

イツトリウム９０（９０Ｙ）の化合物及びその製剤 

モリブデン９９（９９Ｍｏ）の化合物及びその製剤 

テクネチウム９９ｍ（９９ｍＴｃ）の化合物及びその製剤 

銀１１１（１１１Ａｇ）、その化合物及びそれらの製剤 

インジウム１１１（１１１Ｉｎ）の化合物及びその製剤 

インジウム１１３ｍ（１１３ｍＩｎ）の化合物及びその製剤 

スズ１１３（１１３Ｓｎ）の化合物及びその製剤 

テルル１３２（１３２Ｔｅ）の化合物及びその製剤 

ヨウ素１２３（１２３Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 

ヨウ素１２５（１２５Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 

ヨウ素１３１（１３１Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 

ヨウ素１３２（１３２Ｉ）、その化合物及びそれらの製剤 

キセノン１３３（１３３Ｘｅ）、その化合物及びそれらの製剤 

セシウム１３１（１３１Ｃｓ）の化合物及びその製剤 

ジスプロシウム１５７（１５７Ｄｙ）の化合物及びその製剤 

イツテルビウム１６９（１６９Ｙｂ）の化合物及びその製剤 

ルテチウム１７７（１７７Ｌｕ）の化合物及びその製剤 

タンタル１８２（１８２Ｔａ）の化合物及びその製剤 

イリジウム１９２（１９２Ｉｒ）、その化合物及びそれらの製剤 

金１９８（１９８Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 

金１９９（１９９Ａｕ）、その化合物及びそれらの製剤 

水銀１９７（１９７Ｈｇ）の化合物及びその製剤 

水銀２０３（２０３Ｈｇ）の化合物及びその製剤 

タリウム２０１（２０１Ｔｌ）、その化合物及びそれらの製剤 

ラドン２２２（２２２Ｒｎ）、その化合物及びそれらの製剤 

ラジウム２２６（２２６Ｒａ）の化合物及びその製剤 

 


